

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）運営規程ひな型
○○○○園（園名）における乳児等通園支援事業に係る運営規程

（総則）
第１条　○○○○○（法人名）が設置する乳児等通園支援事業所（以下「当事業所」という。）の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、当該事業を利用する乳児及び幼児（以下「利用乳幼児」という。）に対し、適正な乳児等通園支援（以下「支援」という。）を提供することを目的とする。

（事業所の名称等）
第２条　当事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
（１）名　称　　○○○園（園名）
（２）所在地　　宇部市○○○

（事業の目的及び運営の方針）
第３条　当事業所が支援を提供することにより、利用乳幼児が、心身ともに健やかに育成されることを目的とする。
２　当事業所は、法令等を順守し、乳児等通園支援事業を実施するものとする。
３　当事業所は、保育所保育指針（平成２９年３月３１日厚労告１０７号）に準じ、支援の特性に留意して、利用する乳幼児の心身の状況等に応じた支援を提供するものとする。
４　〈以下　施設の特色など定めたい事項を盛り込む〉

（提供する支援の内容）
第４条　当事業所は第７条に規定する時間において、一般型（または余裕活用型）乳児等通園支援事業における支援を提供する。

（職員の職種、員数及び職務の内容）
第５条　支援の実施にあたり配置する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
（１）実務を担当する幹部職員　１名
職員及び業務の管理を行うとともに、支援内容を統括する。
（２）保育士　○○名（常勤○○名、非常勤○○名）
専門的知識及び技術をもって、乳幼児の支援及び保護者に対する支援に関する指導を行う
（３）保育士資格を有さない保育従事者　○○名（常勤○○名、非常勤○○名）
保育士を補佐し、支援に従事する
（４）その他の職員がいる場合に適宜加筆

（支援の提供を行う日及び提供を行わない日）
第６条　支援の提供を行う日は、〇曜日から〇曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く日とする。
（１）国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）第３条に規定する休日
（２）１２月２９日から翌年１月３日までの日
（３）その他の日（土曜日など）を閉所する場合に適宜加筆（認可申請書と一致させる）

（支援の提供を行う時間）
第７条　支援を提供する時間は、次のとおりとする。
○○時から○○時までとする。（認可申請書と一致させる）

（利用者から受領する費用の種類、支払いを求める理由及びその額）
第８条　支援を利用した保護者は、下記のとおり利用料を当事業所へ支払うものとする。
（1） 利用料
　　利用乳幼児一人につき、３０分当たり１５０円
２　前項に掲げる利用料のほか、次に掲げる費用の支払いを求めるものとする。
（１）おやつ代等、事業所独自で徴収する場合は記載すること

（乳児、幼児の区分ごとの利用定員）
第９条　利用定員は以下のとおりとする。
（１）０歳児　○人
（２）１歳児　○人
（３）２歳児　○人

（利用の開始に関する事項）
第１０条　支援の提供に係る申請があった場合、利用を希望する保護者に認定証の提示を求め、乳児等通園支援事業の利用対象者であることを確認するものとする。
２　支援の利用の申込みを行った保護者に対して、本運営規程の概要など利用申込者が支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を用いて、説明を行うものとする。
３　支援の提供に際して、乳幼児の心身の状況、その置かれている環境、他の保育施設等の利用状況等の把握を行うものとする。

（利用の終了に関する事項）
第１１条　以下の場合には支援の提供を終了するものとする。
（１）利用乳幼児が満３歳に達したとき
（２）利用乳幼児が保育施設等へ入所する等、利用要件に該当しなくなったとき
（３）その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。ただしこの場合は、事前に市と協議を行うものとする

（利用にあたっての留意事項）
第１２条　保護者が偽りその他の不正な行為によって乳児等通園支援の提供を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して市に通知するものとする。

（緊急時等における対応方法）
第１３条　当事業所の職員においては、支援の提供を行っている利用乳幼児に体調の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに当該利用乳幼児の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
２　当事業所は、支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合に円滑に損賠賠償を行うため、当事業所を被保険者とする別添の賠償責任保険に加入する。（加入する場合記載）

（非常災害対策）
第１４条　当事業所は、地震、津波、火災、台風又は風水害等の災害に対する避難計画等を作成し、毎月１回、避難及び消火に関する訓練を行うものとする。

（虐待の防止のための措置に関する事項）
[bookmark: _GoBack]第１５条　当事業所は、利用乳幼児の虐待の防止に関して、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

（その他の重要事項）
第１６条　〈特筆することがあれば記載〉

附則
この規程は、令和○年○月○日より施行する。
